
                      春季「特別教育」「安全衛生教育」「技能検定」受講生募集開始！ 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粉じん作業 特別教育 

事業者は、労働者の健康障害を防止するた

め、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者

を就かせるときは、特別教育を行なうように

義務付けられています。 

開催日 ６月２６日（木） 

締切日 ６月１６日（月） 
■日程：１日間 ９：００～１５：００ 

■受講料：８，８８０円（テキスト代、消費税含） 

■受講資格：１８歳以上（定員先着２０名） 

■講師：（公社）北海道労働基準協会連合会函館支部 

刈払機取扱い作業者 
安全衛生教育 

刈払機による作業は、厚生労働省通達により伐木作

業等の危険有害業務に準じた取扱いとなるため、事業

者は、安全衛生教育を修了した者を就かせるよう指導

されている業務です。 

開催日 第１回 ５月３０日（金） 

締切日 ５月２０日（火） 

第２回 ６月３０日（月） 

締切日 6月２０日（金） 
■日程：１日間 ９：００～１６：３０ 

■受講料：１４，３００円（消費税含） 

■受講資格：１８歳以上（定員先着３０名） 

■講師：林業・木材製造業労働災害防止協会北海道支部 

函館分会 

 

国土交通省認定講習 

ドローン検定 
基礎技能講習 技能検定 

ドローンを飛行するうえで必要な知識と法令と技能

を学ぶことができます。５時間の座学講習及び９時間

のシュミレーター＋実機講習１時間、技能終了試験によ

り「ドローン操縦士資格」が認定されます。 

開催日 ６月１１日（水）～１３日（金） 

締切日 ６月２日（月） 

■日程：３日間９：３０～１６：４０ 
■受講料：８８，０００円（税込） 

■対象者・ドローンの基本的な飛行を取得したい方 

      ・許可、承認申請を提出したい方（DID 上空、

人・物 30ｍ） 

      ・測量、土木建築関係に従事している方 

      （定員先着６名） 

■講師：ドローン教習所新函館北斗校 公認指導員 

※この講習会（基礎技能講習会）は、CPDS の学習歴申

請を主催者が行います。 

 

江差町字南ヶ丘 7-172 

ＴＥＬ：0139-52-0160 

FAX:0139-52-0188

【申込・お問合せ】 

人材開発センター“まなびっく”へ電話、またはホームペ

ージからご予約、お問合せ下さい。各講座の詳細は、ホ

ームページ「お知らせ」をご覧ください。 

URL:hiyama-manabikku.or.jp 


